
   国保制度が変わります！ 
    ～市町村と県で国保制度を運営します～ 

国保制度の見直しの背景・必要性について 

国保加入の皆さまへ 

平成30年
４月から 

【 国民医療費 10年ごとの推移 】 

①増大する国民医療費 ②市町村国保の特徴 
  市町村国保には、次のような構造的な課題があり 
 ます。 
  ・被保険者（以下「加入者」という。）の年齢構 
   成が高く、医療費水準が高い 
  ・所得水準が低く、保険料負担が重い 
  ・財政運営が不安定になるリスクの高い小規模保 
   険者が多いため、財政赤字の保険者も多く存在 
   する 

 
 
 
 
 
 

この10年間で国民医療費は、1.3倍になり、団塊
の世代がすべて75歳以上となる2025年には、
61.8兆円（10年で約1.5倍）と推計されています。 

急激に進展する少子高齢化、医療費の増大の状況

の中、市町村国保が抱える構造的な課題を解消しつ

つ、「国民皆保険」の最後の砦となる国保制度を将来

にわたって守り続けるために、見直しが求められて

いました。 

61.8兆円 
（推計） 

2025年 

約1.5倍 

見直しの内容と役割分担について 

 

○国の責任として、毎年約3,400億円の追加的な 

 財政支援（公費拡充）を行う。 

○市町村と県がともに国保の保険者となり、財政 

 運営などそれぞれの役割を担う。 

見直しの柱 
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平成30年４月からの市町村と県の主な役割 

市町村の主な役割 県の主な役割 

○市町村の国保財政の運営 
○加入者の資格管理 
 （保険証の発行、各種届出の受付） 
○保険料（税）の決定、賦課・徴収 
○保険給付の決定、支払 
○保健事業 等 

   

○県全体の国保財政の運営 
○市町村ごとの納付金の決定 
○市町村ごとの標準保険料率の決定 
○国保事務の標準化の推進 
○国保の統一的な運営方針の策定 等 

加入者に身近なきめ細かい事業を引
き続き実施 

国保の窓口は、平成３０年４月以降も引き続き市町村です。 



見直しの効果について 

見直しに伴う加入者への影響について 

 ○市町村と県の間の国保に関する財政運営の仕組みは変更となりますが、保険料の決定や、保険料 

  の納付先、保険給付の申請、各種届出の窓口など、加入者に関する部分は、これまでどおり市町 

  村が行います。 

 ○また、加入者が受けられる医療についても、この見直しでは変更はありません。 

とりで 

 
              （■■■課 電話：●●●●ー●●ー●●●●） 

【自治体記入欄－記載例】 
 
  ○国保制度は、国民皆保険を支える最後の砦です。これからも将来にわたり守り続けるため 
    にも、平成３０年４月からの国保制度の見直しにご理解、ご協力をお願いします。 
  ○これからも、加入者の皆さまが安心できる国保制度を、県と市町村で支えていきます。 

被保険者証（以下「保険

証」という。）の様式が

変更になります！ 

○県も国保の保険者となるため、保険証に「鳥取県」と表記されるよう 

 になります。 

○保険証の発行については、これまでどおり市町村が行います。 

 ※ 交付済みの保険証については、平成３０年４月以降の最初の切替･更新の際 

  に変更になる予定です。 

高額療養費の多数回該当

の取扱いが変更となりま

す！ 

○「高額療養費の多数回該当」として、過去１２ヵ月間で高額療養費の 

 対象となった月数が４回以上となった場合、４回目から自己負担額が 

 引き下げられる制度があります。 

○これまで他の市町村に住所が変わった場合、保険者が変わることからリ 

 セットされ、新たに１回目からカウントとされていました。 

○今後は、県が保険者となることから、県内の他の市町村に住所が変わっ 

 た場合でも、通算されて加入者の負担額の軽減が継続されます。 

 ※ ただし、他の都道府県に異動した場合は、これまでどおりリセットされ、 

  １回目からのカウントになります。 

平成30年４月から制度が変更となること 

１ 財政の安定化 

   県が市町村からの納付金を原資に、国保の保険給付に必要な費用を全額、市町村に支払うこととなる 

  ため、市町村の財政運営が従来より安定します。 

２ 保険者機能の強化 

   県は、安定的な財政運営や効率化のため、市町村との協議に基づき、県内の統一的な方針となる  

  「国保運営方針」を定め、市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進していきます。 

３ サービスの拡充 

   次に記載する高額療養費の多数回該当のカウントの通算による負担軽減等の加入者へのサービスが 

  向上されます。 

    

国保の窓口は、平成 30 年 4 月以降も引き続き市町村です。 

国保制度や今般の見直し等で不明なことがあれば、ご連絡ください！ 


